
輸出手形保険手続細則・新旧対照表 
 

新 旧 備考 

輸出手形保険手続細則 

平成13年４月１日 01-制度-00029 
沿革    （略） 

 平成22年３月29日 一部改正 

 

第１条 （略） 

 

第２条 輸出手形保険の保険契約を締結した銀行は、前条の

規定に基づき提出した支店等コードの登録書の内容に次に

掲げる事項による変更等があった場合は、別紙様式第２に

よる支店等コ ードの変更登録等についてを本店等に通知

するものとする。 

 一 営業書の新設による支店等コードの新規登録 

 二 支店等の統廃合  
 三 支店の住所変更 

 四 支店のその他変更 

 

 

第３条～第22条 （略） 

 

 

附 則 

この改正は、平成 22 年４月１日から実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輸出手形保険手続細則 

平成13年４月１日 01-制度-00029 
沿革    （略） 

 

 

第１条 （略） 

 

第２条 輸出手形保険の保険契約を締結した銀行は、前条の

規定に基づき提出した支店等コードの登録書の内容に次

に掲げる事項による変更等があった場合は、別紙様式第２

による支店等コ ードの変更登録等についてを本店等に通

知するものとする。 

 一 支店等（通知店及び買取店をいう。）の統廃合  
 二 営業所の新設による支店等コードの新規登録 

 三 通知店の変更登録（通知店の管轄範囲の変更登録をす

る場合を含む。） 

 四 通知店の住所の変更 

 

第３条～第 22条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



輸出手形保険手続細則・新旧対照表 

　

　　

　

□ 営業所の新設による支店等コードの新規登録

□ 支店の統廃合

□ 支店の住所変更

□ 支店のその他変更

（注意）

変
更
事
由

銀行コード

支店コード 支店名称 住所（フリガナ）・
郵便番号・電話番号 適用年月日

１．変更登録等の理由（注）営業所の新設の場合は、許可書の写しを添付して下さい。
２．変更登録等の内容は、変更後の内容で記載して下さい。

別紙様式第２

備考

支店等コードの変更登録等について

　　　　年　　月　　日

独立行政法人日本貿易保険　御中

　下記の件について、輸出手形保険手続細則第２条の規定に基づき、下記のとおり通知します。

記　

銀行名　　　

責任者　　　      　　　　　　　　　　　印

 

　

　　

　

　　　　年　　月　　日

独立行政法人日本貿易保険　御中

　下記の件について、輸出手形保険手続細則第２条の規定に基づき、下記のとおり通知します。

記　

銀行名　　　

責任者　　　      　　　　　　　　　　　印

３．変更登録等の内容（変更後の内容で記載して下さい。）

コ ー ド買 取 店 名コ ー ド
住 所 （ フ リ ガ ナ ） ・
郵便番号・電話番号通 知 店 名銀 行 コ ー ド

支 店 等 コ ー ド
備 考

別紙様式第２

１．変更登録等の理由（注）営業所の新設の場合は、許可書の写しを添付して下さい。

支店等コードの変更登録等について

２．変更登録等の適用（予定）年月日（又は外国為替業務取扱開始日）

 

 


